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別表第２－１ 入学金 

区分 金額 

入学金 300,000 

 

別表第２－２ 授業料 

(1)文学部(英文学科･フランス文学科)、経済学部、社会学部、法学部 

区分 2010 年度生 2009 年度生 2008 年度生 2007 年度生 

第 1 年次 781,000 781,000 781,000 781,000 

第 2 年次 781,000 781,000 781,000 781,000 

第 3 年次 781,000 781,000 781,000 781,000 

第 4 年次 781,000 781,000 781,000 781,000 

 

(2)文学部(芸術学科) 

区分 2010 年度生 2009 年度生 2008 年度生 2007 年度生 

第 1 年次 847,000 847,000 847,000 847,000 

第 2 年次 847,000 847,000 847,000 847,000 

第 3 年次 847,000 847,000 847,000 847,000 

第 4 年次 847,000 847,000 847,000 847,000 

 

(3)国際学部 

区分 2010 年度生 2009 年度生 2008 年度生 2007 年度生 

第 1 年次 831,000 831,000 831,000 831,000 

第 2 年次 831,000 831,000 831,000 831,000 

第 3 年次 831,000 831,000 831,000 831,000 

第 4 年次 831,000 831,000 831,000 831,000 

 

(4)心理学部 

区分 2010 年度生 2009 年度生 2008 年度生 2007 年度生 

第 1 年次 811,000 811,000 811,000 811,000 

第 2 年次 811,000 811,000 811,000 811,000 

第 3 年次 811,000 811,000 811,000 811,000 

第 4 年次 811,000 811,000 811,000 811,000 

 

別表第２－３ 施設費 

区分 金額 

施設費 毎年次 155,000 

 

別表第２－４ 設備費 

区分 金額 

下記以外の学科 毎年次 20,000 

心理学科('10年度生以降) 毎年次 30,000 

教育発達学科 毎年次 60,000 
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「教授会規程」について 

 

本学では独立した規程としての「教授会規程」は定められておりませんが、大学学則

の第 65 条から第 71 条に教授会の構成員と議決事項が定められています。 

 

 

『明治学院大学学則』(抜粋) 

第８章 職員組織 

 

第 65 条 学部（含む教養教育センター）に教授会を置き，教授をもって組織する。ただし，必

要により准教授，専任講師，助手を加えることができる。 

第 66 条 学部長は，教授会を招集し，その議長となる。 

２ 教授会は，次の事項を審議する。ただし，第 1号より第 5号までの事項については，その決

定は大学評議会の承認を得なければならない。 

 (1) 学部長候補者の推薦に関する事項 

 (2) 教員の任免，留学者の人選等学部の人事に関する事項 

 (3) 学部の予算編成に関する事項 

 (4) 学科の設置および廃止に関する事項 

 (5) 授業科目の設置および廃止に関する事項 

 (6) 学科課程ならびに履修指導に関する事項 

 (7) 入学，留学，退学，休学，転学科および編入学に関する事項 

 (8) 学生の賞罰に関する事項 

 (9) 試験および卒業に関する事項 

(10) 委託生，科目等履修生および外国人学生に関する事項 

(11) その他学部の組織運営に関する事項 

第 67 条 教養教育センター長は教授会を招集し，その議長となる。 

２ 教授会は次の事項を審議する。ただし，第1号より第4号までの事項については，その決定

は大学評議会の承認を得なければならない。 

(1) 教養教育センター長候補者の推薦に関する事項 

(2) 教員の任免，留学者の人選等教養教育センターの人事に関する事項 

(3) 教養教育センターの予算編成に関する事項 

(4) 授業科目の設置および廃止に関する事項 

(5) 授業科目の履修指導に関する事項 

(6) 試験および入学，卒業に関する事項 

(7) 委託生，科目等履修生および外国人学生に関する事項 

(8) その他教養教育センターの組織運営に関する事項 
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第68条 本学に大学評議会を置き，学長，学部（含む教養教育センター，法務職研究科）長と

各学部（含む教養教育センター，法務職研究科）教授会より選出された教授各 2名をもって

組織する。 

２ 学長は大学評議会を招集し，その議長となる。 

第 69 条 大学評議会は，下記の事項を審議する。 

(1) 学部（含む教養教育センター，法務職研究科）長候補者の推薦に関する事項 

(2) 教員の任免，留学者の人選等大学の人事に関する事項 

(3) 大学の予算編成に関する事項 

(4) 学部（含む教養教育センター），学科の設置および廃止に関する事項 

(4 の 2) 研究科，専攻の設置および廃止に関する事項 

(5) 授業科目の設置および廃止に関する事項 

(6) 大学の組織および運営に関する事項 

(7) 学則，その他重要規則の変更に関する事項 

(8) その他学内の連絡調整を要する事項 

第 70 条 本学に連合教授会を置き，各学部（含む教養教育センター，法務職研究科）の教授，

准教授，専任講師をもって組織する。 

２ 学長は連合教授会を招集し，その議長となる。ただし，必要により助手，副手および職員を

加えることができる。 

第 71 条 連合教授会は，次の事項を審議する。 

(1) 学長候補者の推薦に関する事項 

(2) 研究科，学部およびこれに準ずる組織の設置ならびに廃止に関する事項 

(3) その他学長の諮問した全学的事項 

 


